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１ 平成２２年用寄附金の配分について 

(1) 配分額 

一般寄附金は、寄附金付葉書等の販売枚数減等から、対前年から約 4,500万円減尐の 4億 46万円 

カーボンオフセット寄附金は、前年度繰越金の増加等から、対前年から約 200万円増加の 7,743万円 

○ 一般寄附金         4億 46万円（対前年4,556万円減） 

（要因）寄附金付葉書・切手の販売枚数 1億 5,277万枚（対前年718万枚減） 

平成21年度配分残余金等の繰越金の減少（同772万円減）、寄附金公募周知費用の増加（同167万円増）等 

（※）受入寄附金額は、販売枚数から無料交換分を差し引いたもの。 

○ カーボンオフセット寄附金  7,743万円（対前年232万円増） 

  ＊ これとは別に、郵便事業(株)が、受け入れた寄附金と同額（7,908万円）を支出（認可の対象外） 

（要因）カーボンオフセット寄附金付葉書販売枚数 1,575万枚（対前年75万枚減）であるが、平成21年度繰越金が増加していること 等 

うち、カーボンオフセット年賀葉書：1,461万枚、カーボンオフセット暑中葉書（かもめーる）：114万枚 

（※）受入寄附金額は、販売枚数から無料交換分を差し引いたもの。 

(2) 平成２２年用寄附金の申請及び配分の特色等 

 【一般寄附金】 

  ○ 申請額及び配分額は例年並み（申請約 23億円、配分約 4億円）。申請及び配分は、社会福祉関係が 8割。 

  ○ 本年は、環境対応車購入事業、郵便資源を活用した事業及び地域社会との協力事業に優先配分。 

 

① 申請及び配分の概要 

・ 申請は、全体で、904団体、22億 9,754万円（対前年4団体減、1,988万円減） 

社会福祉関係が全体の82％、青少年健全育成関係が 9％で、両者で全体の 91％を占める。 

・ 配分は、全体で、236団体、4億 46万円（同30団体減、4,556万円減）、分野別の配分は、社会福祉関係が最も多い。 

・ 採択率は件数で 26％、金額で17％（前年はそれぞれ29％、20％）とほぼ前年並み 
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② 配分の特徴（選考に際して審査委員が考慮した主な事項等） 

原則：申請事業の内容及び定量的基準（申請金額が低い事業、申請事業における寄付金依存率が低い事業、団体の繰越金が尐ない事業を優先）に

より評価 

特に考慮した内容： 

・「車両」購入における環境対応車（エコカー）の購入事業（申請のあった 9件すべて採択、車両全体の採択率は 18％） 

     ・郵便資源を活用した案件（申請のあった 10件のうち7件を採択（採択率 70％）、活動全体の採択率は 60％） 

       寄附金による助成に加えて、郵便事業のいろいろなリソース（郵便事業㈱社員のボランタリーな協力、郵便局舎の利用等）を活用する事業 

 （例）高齢者を励ます手紙の送付活動、街のバリアフリー案内マップを作成して郵便局を配布拠点にする など 

・地域社会との協力、地域の活性化につながる取組みにつながる事業 

      （例）離島における若者・高齢者・障害者の交流の場作り、地域における子育てサポーターの養成 など 

      （参考）昨年の配分で考慮したもの 

          機器の購入支援（主に社会福祉）について、自立支援につながる機器の購入を考慮（「障害者自立支援法」の施行関連） 

 

＜その他、配分にあたって会社の審査委員会で述べられた意見＞ 

・財政状況が悪化する自治体等の依存から脱して、「新しい公的役割を担う」事業主体として活動する取組みを評価 

 （例）NPOが手がける、閉鎖された病院施設を再利用したボランティアセンターの開設、 など 

 

【カーボンオフセット寄附金】 

○ 申請額は前年度よりも約１億円減尐の 4億円。配分は、前年度よりも 232万円増加の 7,743万円。 

○ 本年度から、従来の国連が認証するクリーン開発メカニズム（CDM）に加え、環境省が認証するプロジェクト（J-ver）も 

配分の対象に追加 

 

① 申請及び配分の概要 

    ・今年度からは、従来の「京都議定書」の枠組みに基づいて国連が認証した温室効果ガス削減・吸収プロジェクト（CDM）に加えて、環境省が認証

した、国内における自主的な温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクト（J-ver）も対象に加えた。 
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・申請は、19団体、3億9,772万円（対前年1団体減、1億846万円減） 

・配分は、19団体、7,743万円（同 7団体増、232万円増）＜CDM：16団体28プロジェクト、J-ver：8団体10プロジェクト＞ 

今年度は、申請されたプロジェクトの案件について、その質（発生源、地域）の差はあまりないことからすべての団体に配分。 

ただし、申請額については昨年の寄附金の配分実績を踏まえた申請となったことから、昨年の 4/5程度に減少 

 

    ② 配分の特徴（選考に際して審査委員が考慮した事項等） 

     ・より多くの排出量が購入できるよう、排出量の購入単価が低いほど配分額を多くしている。 

      （今回の申請にかかる団体の1トンあたり排出量の平均単価は CDMが2,400円～3,500円程度、J-verが10,500円～23,000円程度） 

・J-verについては CDMよりも排出量購入単価が高いが、すべての案件が国内の未利用林地の残材活用であり、日本の森林整備・林業支援という日

本国内における活動を通じて温室効果ガスの削減に貢献することから、単価に関わらず、すべての案件に配分 

（例）工場のボイラー燃料について、化石燃料から間伐材に由来する木質チップ等に代替 

 

※ 前回の配分の審議において、委員から指摘があった点の取組状況＞ 

   (1) 年賀葉書販売枚数の漸減傾向に対する周知強化の取組み 

 → 昨年（2009年）は年賀寄附金制度の創設 60周年であり、60年間にわたる寄附金助成活動について、広く周知・広報 

   「年賀寄附金誕生 60周年記念シンポジウム」の開催（2009年7月 16日）、リーフレット・冊子による広報 

(2) 事後監査の取組み 

     → 事業実施の翌年度に監査を実施しているが、過去において、寄附金が不適正に使用されていた団体はない。 

       【監査の主な視点】配分金の入出状況、配分金であることの表示、購入品の活用状況など 

       直近の監査（平成 19年度配分団体）では 340団体を監査、うち「配分金であることの表示」が不十分であった事例が5件あったが、すべて指

導済みで現在は改善 
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２ 審査結果 

 
  申請された平成 22 年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体等については、以下のとおりお年玉付郵便葉

書等に関する法律（昭和 24 年法律第 224 号。以下「法」という。）、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令（昭和 33 年政令第

279号。以下「政令」という。）及びお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則（平成 15年総務省令第 7号。以下「施行規則」とい

う。）の規定に適合したものと認められることから、これを認可することが適当である。 
 

審査基準 審査結果 理  由 

【政令】 

（寄附金の配分団体等の決定の認可） 

第３条 会社は、法第７条第５項の認可を受けようとするとき

は、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第１

項の申請書の写し及び同条第２項の添付書類の写しを添え

て、これを総務大臣に提出しなければならない。  

 

【施行規則】 

（認可申請書に記載する事項） 

第２条 令第３条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

 一 配分団体の名称及び住所 

 二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概

要 

三 配分団体ごとの配分すべき額 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付

しなければならない。 

一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 

二 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第 224

号。以下「法」という。）第７条第２項の規定により寄附金

の額から控除した費用の額及びその内訳 

三 法第９条第２項の規定により寄附金に充てられた金額 

適 
 
  郵便事業株式会社（以下「会社」という。）から提出され

た認可申請書には、施行規則第２条第１項各号に定める事項

が記載されているほか、施行規則第２条第２項第１号及び第

２号に定める書類が添付されていることから、認可申請書と

して妥当なものと認められる。 

また、施行規則第２条第３号に定める書類についても添付

されているが、法第９条第２項の規定による寄附金に充てら

れた金額はなしとしている。 
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審査基準 審査結果 理  由 

【法】 

（寄附金付郵便葉書等の発行） 

第５条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵

便葉書又は郵便切手（お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄

附金付郵便葉書等」と総称する。）を発行することができ

る。  

２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該

事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするもの

でなければならない。 

一 社会福祉の増進を目的とする事業  

二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの

災害の予防を行う事業  

三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治

療又は予防を行う事業 

四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業  

五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救

助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業  

六 文化財の保護を行う事業  

七 青尐年の健全な育成のための社会教育を行う事業  

八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための

事業  

九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護

を行う事業  

十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範

かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）

を図るために行う事業  

適 １ 配分団体が行う事業 

 

  会社から申請された配分団体が行う事業は、法第５条第２

項各号の事業に該当し、妥当なものと認められる。 

 なお､寄附目的ごとの配分団体数は以下のとおり｡ 

 

法第５条第２項第一号 176団体 

       第二号  3団体 

       第三号  0団体 

       第四号  1団体 

       第五号  1団体 

       第六号  4団体 

       第七号  38団体 

       第八号  5団体 

       第九号  1団体 

       第十号  26団体 

 

         計 255団体 
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審査基準 審査結果 理  由 

【法】 

（寄附金の処理等） 

第７条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞な

く取りまとめるものとする。  

２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び

第九条を除き、以下単に「寄附金」という。）の額から、当

該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定によ

る取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに

寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附

金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため

会社において特に要する費用の額を控除するものとする。 
 

 

 

 

 

適 ２ 取りまとめた寄附金から控除する費用等 

 

会社においては、当該寄附金に係る取りまとめのために特に

要した費用として、寄附金集計事務に係る人件費等を計上して

いるが、当該費用は、その積算から妥当なものと認められる。 

また、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の

監査のために特に要する費用として、配分団体との間の通信

費、監査のための業務旅費等を計上しているが、当該費用は、

法第７条第２項に定める限度額の範囲内となっており、妥当な

ものと認められる。 

 
※ 今回の寄附金の配分に当たって会社が控除する費用 

(1) 一般寄附金 

ア 寄附金付お年玉付郵便葉書等の発行及び販売並びに寄

附金の取りまとめに特に要した費用 

① 使途 

・ 寄附金付お年玉付郵便葉書等の周知用チラシ、新

聞広告掲載料等の調製費等 

② 金額 

・ 3,397万円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の

監査のため特に要する費用 

① 使途 

・ 寄附金の管理等に要する人件費、配分団体との間

の通信費、監査のための業務旅費等 

② 金額 

・ 646万円 

・ 会社の積算では 867 万円を要するが、法第７条第

２項で定める上限（寄附金額 4 億 3,059 万円の 100
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審査基準 審査結果 理  由 

分の 1.5 に相当する額：646 万円）の範囲を超える分

（221万円）については会社が負担 

(2) カーボンオフセット寄附金 

ア 寄附金付お年玉付郵便葉書等の発行及び販売並びに寄

附金の取りまとめに特に要した費用 

①  使途 

・ 寄附金の公募のために要した人件費 

② 金額 

・ 45万円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の

監査のため特に要する費用 

① 使途 

・ 寄附金の管理等に要する人件費、配分団体との間

の通信費、監査のための業務旅費等 

② 金額 

・ 112万円 

・ 会社の積算では 135 万円を要するが、法第７条第

２項で定める上限（寄附金額：7,462 万円の 100 分の

1.5 に相当する額：112 万円）の範囲を超える分（23

万円）については会社が負担 
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審査基準 審査結果 理  由 
   

【法】 

（寄附の委託） 

第６条 会社（寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託

を受けた者を含む。）から寄附金付郵便葉書等を購入した者

は、その購入によつて寄附金付郵便葉書等に表示されている

額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第３項の

規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社

に委託したものとする。  

 

 （寄附金の処理等） 

第７条 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金

について、第５条第３項の規定により公表した同項第一号の

寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの（以下

「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分すべき額を

決定するものとする。  

適 ３ 配分団体ごとの配分すべき額 

配分団体ごとの配分すべき額については、会社において、

申請団体の資格及び対象事業の範囲・条件に関する審査を行

った上で、社外有識者による書面審査及び社外有識者から構

成される審査委員会で審議を行い、寄附金を配分することが

適当と認められた配分団体が申請書において記載した寄附金

申請額を基本として決定していることから審査の過程は公正

であり、妥当なものと認められる｡ 
 

【法】 

 （寄附金の処理等） 

第７条 

４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該

配分に係る寄附金（以下「配分金」という。）の使途の適正

を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項

並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該

監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定める

ものとする。 

５ 会社は、第３項の規定による決定をし、又は前項に規定す

る当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金

の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣

の認可を受けなければならない。 

適 ４ 配分団体が守らなければならない事項 

配分団体が守らなければならない事項については、その内

容として、配分金の使途制限、実施計画の変更、配分金の経

理に関するもの等が定められており、配分金の使途の適正を

確保するために必要十分なものであることから、法第７条第

４項の規定に適合し、妥当なものと認められる。 

 

５ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項については、そ

の内容として、監査に応ずる義務、監査実施時期､監査の実施

方法が定められており､配分金の使途の適正を確保するために

必要十分なものであることから､法第７条第４項の規定に適合

し､妥当なものと認められる｡ 
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